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土地改良法に基づく市町村が行う復旧事業等の手続の見直しについて 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和４年法律第 44 号。以下「分権一括法」という。）」が令和４年５

月20日に公布され、同法による土地改良法の一部改正規定が同日に施行されました。 

分権一括法により、市町村が行う急施の災害復旧事業等については、農用地や土地

改良施設の復旧の迅速化等の観点から以下の措置を行いましたので、貴職から管内の

都府県に対し情報提供するとともに、管内の関係団体へも情報提供されるよう依頼を

お願いいたします。 

 

１ 分権一括法による土地改良法の一部改正の概要 

市町村が行う急施の災害復旧事業等について以下のとおり手続きを改める。 

① 市町村議会の議決を不要とする（土地改良法第 96 条の４第１項における同法

第 87 条の５第１項の読替規定の改正）。 

② 受益者から経費を賦課徴収する際には、受益者の３分の２以上の同意を徴集す

る（同法第 96 条の４第１項における同法第 36 条第１項の読替規定の追加）。 

③ 受益者が土地改良区の組合員である場合に、その経費について土地改良区を通

じて徴収する場合には、受益者の３分の２以上の同意を徴集する。（同法第 96

条の４第１項における同法第 90 条第７項の準用規定の追加） 

④ 特別徴収金の徴収の対象外とする（同法第 96 条の４第１項における同法第 36

条の３第１項の読替規定の改正）。 



※ 経過措置 

分権一括法による土地改良法の一部改正規定の施行日前に応急工事計画の決

定を行っていたものについては、なお従前の例によることとする。 

  

２ 分権一括法による土地改良法の一部改正に伴う土地改良法施行規則の一部を改

正する省令（昭和 24 年農林省令第 75 号）について（令和４年５月 31 日公布・施

行） 

分権一括法により、市町村が行う急施の災害復旧事業等について、市町村議会の

議決を不要とすることに伴い、受益者から経費を賦課徴収する際には、受益者の３

分の２以上の同意を徴集することとしているところ、その同意を得る場合には、都

道府県の場合と同様に、書面又は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）による同意を得なければならない

ことを規定（省令第 76 条の 15 及び第 76 条の 17） 

 

３ その他（運用にあたっての留意事項） 

上記１②及び③における同意の徴集は、応急工事計画の決定後も可とする。 

 
 
 
（参考）地方分権改革に関する閣議決定及び法律改正等 
（URL: https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html） 
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」（第 12 次地方分権一括法）が成立 
  


